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審議会等の会議結果報告書 

【担当課】   都市計画課 

会 議 の 名 称 第１回茅野市空家等対策協議会 

開 催 日 時 令和 7年 9月 10 日（水） 13 時 30 分～15時 00 分 

開 催 場 所 茅野市役所 7階 702 会議室 

出 席 者 

※出席委員等：今井会長、石島委員、矢崎委員、片山委員、 

宮坂委員、寺島委員、小池委員、土屋委員、清水委員、宮坂(勝)委員 

※市側出席者：黒澤都市建設部長、立石都市計画課長、五味住宅係長、 

松尾地域おこし協力隊員、柿澤会計年度任用職員 

欠 席 者 伊東委員 

公開・非公開の別 公開 ・ 非公開・一部非公開 傍 聴 者 の 数   １名 

議題及び会議結果 

発言者 協議内容・発言内容（概要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○議事 

１ 開会 

２ 委員委嘱 

３ 市長あいさつ 

４ 自己紹介 

５ 協議会の役割と部会業務の説明             【資料 1】 

６ 空き家を取り巻く現状について 

・茅野市の空き家状況報告               【資料 2】 

   ・長野県における空き家対策の取組について       【資料 3】 

７ 協議事項 

(１)協議会の会議の公開について             【資料 4】 

 

(２)令和 7年度茅野市空家等対策事業について 

・空き家なんでも相談会・ミニセミナーの開催       【資料 5】 

・茅野市空き家対策促進事業補助金事業          【資料 6】 

・茅野市空き家バンク運営事業の経過報告         【資料 7】 

 

(３)民法改正後（Ｒ5.4.1）の空き家対策における財産管理制度について 

【資料 8】 

・所有者不明土地・建物（空き家）事例紹介  

・市内管理不全土地・建物（空き家）事例紹介 

 

(４)意見交換                      【資料 9】 

 

８ その他 

９ 閉会 
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事務局 

○議事録 

１ 開会 

令和 7 年度第 1 回茅野市空家等対策協議会を開催いたします。 

 

２ 委員委嘱 

はじめに、本日の会議にお集まりいただきました委員の皆様に市長か

ら委嘱をさせていただきます。なお、任期は 2 年で期間は令和 7 年 4 月

1日から令和 9年 3月 31 日までお願いいたします。 

 

３ 市長あいさつ 

皆さんこんにちは。大変お忙しいところ、お集まりいただきまして、誠

にありがとうございます。また、皆様方に委嘱書をお渡しさせていただき

ました。これから 2年間何卒よろしくお願いいたします。 

さて、空き家の対策は、茅野市は結構一生懸命やってきているところで

ありまして、成果もそれなりに出てきていると思っていますが、まだまだ

茅野市内を移動していると、空き家かなあと思われるような家が結構あ

ります。何も手を打っていないのではないかというようなところが目に

つくわけであります。 

空き家の掘り起こしをできるだけ早くして、そして空き家を手に入れ

たいという方もたくさんいらっしゃると聞いておりますので、そうした

方々にうまくお届けをできるような、そんな体制づくりを一生懸命頑張

っているところであります。そうしたことをしっかりと進めていくため

には、皆様方のご意見、ご協力がないと、なかなかうまくいかないと思っ

ているところでございます。今日もいろいろ説明があるかと思いますけ

れども、何卒ご協力、またご理解を賜りますようお願い申し上げまして、

私からのあいさつに代えさせていただきたいと思います。本日はどうぞ

よろしくお願いいたします。 

 

４ 自己紹介 

・委員が一人ずつ自己紹介をした。 

 

・市職員が一人ずつ自己紹介をした。 

 

本日出席いただいております委員さんは９名です。委員 10 名の半数以

上の出席がございますので、茅野市空家等対策協議会条例第５条第２項

の規定により、本協議会が成立していますことをご報告いたします。 

 

５ 協議会の役割と部会業務の説明 

 

・・・事務局が資料１に基づき説明・・・ 

 

６ 空き家を取り巻く現状について 

 

・・・事務局が資料２、県職員が資料 3 に基づき説明・・・ 
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７ 協議事項 

 

(１) 協議会の会議の公開について 

それでは協議会の会議の公開について、お諮りをしたいと思います。 

事務局から説明をお願いします。 

 

資料４に基づき、この協議会は基本公開という形を取らせていただい

ております。会議内容は公開としますが、会議録のホームページの掲載に

つきましては、委員の名前を省略しまして、要旨を公表するという形でお

願いしたいと思います。また、本日は、傍聴を希望する記者の方もいらっ

しゃいますので、傍聴を許可してよろしいか併せてお伺いしたいと思い

ます。 

 

ただいま説明がありました通り公開をするということで、ご了承いた

だけますでしょうか。異議なしと認め本日の会議は公開とし、傍聴を許可

したいと思います。 

 

(２)令和 7年度茅野市空家等対策事業について 

事務局から説明をお願いします。 

 

・・・事務局が資料５、資料６、資料７に基づき説明・・・ 

 

それではご質問、ご意見ありましたらお願いいたします。 

 

空き家バンクの件ですが、先ほどご説明の中で、空き家のランク付けで

ＡＢＣＤまであるということで空き家バンクに載せられるランクはどの

あたりのところか。 

空き家バンクの市への申請総数のところで取扱不可の件数が10件あり

ますけど、これはランクが下だから取扱えないという趣旨なのかこの辺

の関連だけ教えてください。 

 

Ａ・Ｂランクぐらいが空き家バンクには登録しやすいのではないかと

いうことで、空き家バンク登録のご案内通知を差上げたと先ほど申し上

げたのですが、Ｃランクのなかでも状態の良いものもありますが、大体Ｂ

ランクぐらいまでかと思います。 

取扱い不可と言われた物件は、ほとんどがＣランクになりますが、建物

の老朽状況もそうなのですが、あとは立地とかそういったところでも、宅

建事業者の方でちょっと値がつかないというところの判断の１つになっ

ているようなかたちになります。 

 

Ｃ・Ｄランクを載せてくださいと言ったときに、危険性が高いんだけれ

ども、それを載せるのか載せないのかという判断はされているというこ

とですね。 
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今まであまりＤランクの空き家の方の掲載希望はないです。Ｃランク

の中でも、空き家バンクに掲載するというよりはもっと違う方法で、例え

ば解体をしてしまって土地だけの方がお取引しやすいかなということで

判断した場合には、そういったようなこともおすすめすることはござい

まして、その場合は空き家なんでも相談会の方に誘導したり、そういった

ことは適宜行っています。 

 

(３)民法改正後（Ｒ5.4.1）の空き家対策における財産管理制度について 

事務局から説明をお願いします。 

 

・・・事務局が資料８に基づき説明・・・ 

 

ただいまの説明の中でご質問、ご意見ありましたらお願いいたします。 

 

所有者が死亡していて、財産管理人を選任した場合、空き家から出てい

る木を伐採したときの費用負担は、とりあえず隣の人がするわけですね。 

 

そうですね、本人が死亡し、相続人がいないというケースでは申し立て

の状況にもよります。 

 

その隣接者は、厚意でやっているわけですが費用はどうなりますか。 

 

費用は自腹で出すしか手段がなく、自分のところに影響が出てきてし

まうので、それをよくするために費用を出してでも、根本から切れれば解

決すると思います。 

 

今のところ枝とかは、はみ出ているところは切っていらっしゃると思

うんですが、やはり根本から切らないとアメシロなどの被害もあり結構

お金がかかりますね。 

 

建物が売れたときに返してもらうとかそういうことじゃないですね。 

 

そうですね、この事例ではそういうことは厳しいと思います。 

 

(４)意見交換 

それでは、今の事務局の説明を踏まえ、意見交換をさせていただきたい

と思います。事務局から説明をお願いします。 

 

・・・事務局が資料９に基づき説明・・・ 

 

皆様方にご意見をお伺いしたいと思います。 

 

今、建築費が非常に高騰している。更地化することが必ずしもいいかど
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うかということもあり、更地にし建物を建てるとなると、坪 100 万円ぐ

らいどうもかかるようですね。30坪の家を建てようとすると 3000 万円も

かかるので、更地にすることが必ずしも一番いいかどうかというのはち

ょっと疑問な点と、市場では今、築浅の物件が非常に人気で、築 15 年以

内のものがすぐ売れるということで業者さんからもヒアリングをしてお

ります。 

改善の話と取り壊しの話で私の感触ですが、令和４年の４月に取り壊

しの前の事前調査の法律ができてから、モルタルに練り込んだアスベス

トの除去的なことも含んでいると思います。坪 10万円ぐらいは解体にか

かっている案件が多く見受けられるんですけれど、そうするとその費用

について先ほど市の方からご説明がありました取り壊しに関する補助金

の額が 20万円と聞いていますが、ちょっと少ないかなと。予算のことな

ので何とも言えないですけど。他の市町村の空家対策の委員をさせてい

ただいていて、他の市町村の方がもうちょっと金額が大きかったかなと

いうふうに思っておりますので、その辺のご検討もされたらどうか、意見

ということでよろしくお願いします。 

 

ご指摘がありましたアスベストですね。何年か前に非常に厳しくなり

まして、厳しくなる前と後では例えば 30 坪の家だったら 150 万ぐらいで

解体できていたものが、今ではアスベストがなくてもいろいろ廃棄物の

処理料の高騰、燃料、もろもろ踏まえまして 200 万以上になっています。 

そこにアスベストが塗料とかにも入っているのがありまして、それを

削ってからじゃないと解体できない。 

例えば 50 ㎡の削りがあるとすると 1 ㎡通常２万円で、もうそこで 100

万円上がるわけです。なので 200 万円でできるものが 300 万円になると

いうような状況になっていることは確かです。 

補助金は行政によって、私も長野県の全体はまだ把握できてないです

けど、県の業界の方に上がってくる話を聞くと、確かに補助金の金額はま

ばらで、長野市あたりは 100 万円だとか、逆に 10 万円ぐらいしか出ない

ところもありいろいろなんですけど、これは財政のことなので何とも言

えないです。今のご質問だけにお答えするなら確実に解体費は上がって

います。 

金沢の国道沿いにあるような木造にトタン張りのようなものでしたら

そんなにかからないですけど、一般的な 1970 年代以降に建てられたモル

タル壁のような塗装材をしてあるようなものについてはほとんど入って

いる。検査をすると８割方入っている感じです。 

検査費用だけでも１検体約３万円ほどかかります。それが何ヶ所にも

入っているものですから、それを例えば１軒の家で５検体ぐらい検査す

ると検体費だけでも 15万とか、非常にお金がかかることは確かです。 

また屋根瓦とかですね、瓦を割ると中が赤かったりすることがよくあ

りますが、業者によってはコンクリートと一緒に破砕して再生材にまぜ

て出しているような業者もいるんですが、瓦材も今まではグレーだった

んですけど、それも安定型の埋め立て処分場へ持っていかねばならない。 

安定型の埋め立て処分場へ持っていくことになりますと、今まででし
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たら再生材にまぜているような業者だったら、再生材にして売っている

わけなので処分費はそんなにかからないんですけど、１㎥最低でも２万

5000 円ぐらい、運賃まで考えると一番近いところで飯山市とかになるの

で、廃棄物の関係はまだまだ上がる要素があるのかなということだと思

います。 

ただ私も最近ちょっと聞いた感じだと空き家をリノベーションした

り、再利用というのは一番いいことだと。有効利用が一番いいと思うんで

すけど、設計士さんにお話を伺えれば一番いいかと思いますが、リノベー

ションも非常に建築確認が厳しいですよね。なのでだいぶお金もかかる

ということで、いろいろこの難問がどんどん増えているのかなというよ

うなイメージはあります。 

 

建築費のことで、リノベーションをするにしても空き家は使えば有効

に使える財産であって、空き家がただなくなってしまうよりいいと思い

ますが、やはり安全性の担保ができるかできないか。安全性の担保ができ

なくなっているとすれば、それを担保するための構造の補強だとか、そう

いったことにまず費用がかかり、それで初めて普通のリノベーションが

できる建物という土俵に乗って、そこからどういうものに使うかという

ことでやっていくんですけど、費用は新築以上にかかることもあります。 

下諏訪町の住宅の改修で40年ぐらい経った建物が25坪でも 3000万ぐ

らいかかった。リノベーションと言っても物件によってはかなりかかり

ます。 

居抜き物件だとしても表層改装ぐらいで済めばいいのですが、そうい

うわけにはなかなかいかないのが実情で、空き家になる物件は昭和 56 年

以前のものが多く、建築基準法上も耐震の基準を満たしていないことに

なるので、そういった物件は解体の方向に促す話は、建築をやるものとし

たらしていきます。 

それでも残したいということに関しては、かなりの費用を見込んでや

れるかやれないかという話になるんですけど、実際それを望むというの

は余裕のある人でしかできない。 

特定空き家になるとかそういったご相談を、空き家相談を建築士会で

もやっていて、相談に来るのは、どうしても手に負えない物件が多いで

す。自分たちでもリノベーションをして使いたいと言ったら、とてもいい

話の部類です。 

でも、手放したい、何とかしたいという話の中で、それを残存できるか

と言われると、なかなか費用面、そのあと維持管理をしていく人が誰にな

るのか。相続の中でも、お子さんたちはもういらないこんなものっておっ

しゃるので、そのあたりはかなり難しくなっている。 

それを今度市が負担していかなければいけないかと言われると、１件

１件それをやっていくと多分空き家は増えていくことにはなると思うん

ですけど、精査してどうしてもというところに関しての、市からの補助は

仕方ない部分にはなるのかなという気はしますね。 

あまりにも街の中で危険な部分に関しては、税金を投入することも仕

方ないかなと思う。けれどもそこの見極めは、きちんと周囲のことも、そ
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れから近隣の人たちとも相談して自分の住んでいる場所に対して少しで

も環境を良くしたいとすれば、近隣住民の方の協力を少し促せるのであ

れば促していかなければならない。 

 

ⅮＩＹは大丈夫なのですか。 

 

資格のある人たちが、それを促すことは絶対できないですけど、完全に

確認申請が取れていて、それを単純に自分で何かするぐらいだったら考

えられます。柱も構造も危ないのにその家を買ってⅮＩＹを自分たちで

やって、崩れても誰も責任は持てないというのが実際のところです。 

空き家はこれから災害のこととも、実際リンクしてくる話だと思いま

す。そうすると、地震とか台風とか来たときに壊れてしまうような形のも

のに幾ら何かをしても安全にはならないので、見た目がちょっとおしゃ

れみたいな感じだけど、それは本当に命の危険に繋がってしまう建物は、

その辺の理解はきちんと促す必要がある。 

 

公費解体のことで、公費を投入する話も、最後はしょうがないのではな

いかみたいなご意見もいただいたんですけど、どう思いますか。 

 

近隣の住民の方の協力を得て住環境をみんなでよくしていこうってい

うそういう気運が高まれば公費を投入することについても、皆さんの賛

同が得られるのではないかなと。 

 

区長のときに経験しましたが、当時は法律ができていなかったときで、

市の方ではないと。県の方と相談しましたが、できることはありませんと

いうような感じでした。Ｄランクの住宅の所有者の方と何とか話ができ

るようになって解決しました。 

我々ができることは、例えばＡランクＢランクの建物がいきなりＤラ

ンクになるわけじゃないので、この間に地元の区長さんたちは区費をい

ただくとか、もしくは建物があるだけで消防費をいただくというような、

区内のことについては精通しているはずなので。 

これも区長のときに経験したのですが、お葬式に出させていただいた

時に、もうそこはお年寄りしかいなかったので、この後どうなりますかね

というお話をその場でさせていただいて、兄弟が市内にいるからいろん

なことについては兄弟がやります、そういうお話ができた。区の財政にも

関係してくることなので、できれば使える形のまま、リノベーションとか

で、新たに使ってくれる人が来てくれるのが一番区にとってもいいこと

だと思う。 

当事者の方に話ができるタイミングを掴みやすいのは区長さんだと思

いますので、いくらでも我々、事務局の方のご協力があれば区長さんにそ

ういったお話をしながらお願いすることもできますし、空き家のことに

ついていろんなお話ができると思います。 

先ほどの玉川のアメシロの木のことも、当事者の方が生きておられる

間に隣の家のひとに聞いてしまう。もうこれだけの話だと思うので、そう
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いう関係を作るような手伝いを関係者がその都度動いていれば、事前に

防げることがいっぱいあるんじゃないかなと思います。 

道にはみ出したような木は処分してくださいねと、それでもやってい

ただけないと、区の役員が切らせていただきますよというようなお話を

しています。それは道路とその当事者の家の境なのですが、隣近所で話が

できると思うので、そういう話ができるときにしておくことで、だいぶＡ

ＢランクのものがＣＤランクにならずに済む手立ては、いろんな機会が

あるかと思う。地元のことに関しては街並みが綺麗な方が当然いいので、

そういう環境のことも含めてコミュニケーションを作っていただくよう

な機会があれば喜んでご協力したいなと思いますし、我々が経験した嫌

なことだとか、ありがたかったことをお話しすることもできる。 

最悪の状態のＤランクになった家については、できるならばＤランク

にいかない努力を最大にした上でそれでも出してしまうことについて

は、やむを得ないかなと思う。 

 

県の取り組みとすれば、今委員おっしゃったように、ＣＤランクになる

前、中古住宅となったときに、すぐ動けるような仕組みづくりがどうして

も必要だと、特定空き家、管理不全空き家になったらもう動けないし、当

然安く取引されてしまう。ですからその前に何とかしたいっていうこと

で、住まいの終活という言葉を使っていますけど、生前そこに住んでいる

単身高齢者の方が、その家をこの後私が死んだらどうするということを、

遺言書の中でも書いてもらったり、空き家バンクに予約して、私が死んだ

ら空き家バンク登録してくださいとかですね、そういう制度ができない

かということで相談会とか、勉強会、いろいろやっているというような状

態になります。 

そんな仕組みをつくりながら、管理不全空き家にならないようにして

いく取組みがどうしても必要じゃないかなと。なったときにそれじゃあ

どうしようか。隣の人がアメシロで困っているから公費出すってことで

はなく、道に倒れかけて危ないなどそういうことであれば公費で出すべ

きじゃないかなというところで、しっかりとそういうところの見極めが

必要で、どのように整理していくかというところが大事であると感じて

いるところでございます。 

あと先ほどアスベストの話ありましたけど、非常に難しい問題です。 

アスベストもだいたいレベルⅢのアスベストなので、本当はそんなに

囲って除却しなくてもいいようなものなのです。皆さん注意を払ってや

らなければいけないっていう、そういう風潮が伝わってしまったので、高

値で解体ということになってしまっているという現状があると思います

けど、本質はそこまで国は言っていませんので、どうとらえるかなんです

けど、そういう風潮で解体費が上がってきてしまっているというのが実

態ではないかと考えています。 

あとリノベーションの難しさというようなお話も出ましたけど、基準

法と耐震改修促進法と違っていて、リノベに対して基準法という法律の

根拠、駄目だという罰則はないですね実際には。 

確認行為をするときに当時の法律に沿っていれば、大規模修繕、大規模
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模様替えが認められることになっているので、昭和 56年以前の建物でも

改修してもいいです。主要構造の過半を超えなければ。 

ただ、耐震改修促進法という、行政としては別の法律を推進していかな

ければいけない立場にあるので、耐震改修してくださいと、建築士さんと

すればそういう指導をしていくので、しっかりと説明しながらやってい

かないと、混同してしまうということは感じています。 

そういうことでいろいろと整理しながら空き家対策も先ほど30万では

足りないのではないかというお話いただいていますけど、56 年以前の建

物であれば、茅野市でも実施していますけど、83 万円までかかる解体費

に対し補助を出している。診断の結果、耐震性がないものに対して。   

そういうところをうまく利用しながら、耐震改修促進法で空き家の解

体を認めるか認めないかという問題もあるんですけど、空き家になる前

の予備軍ならば耐震の補助を使ってもいいのでそういうのをうまく活用

しながらやっていく必要があるかなと感じています。 

 

空き家に対する空き巣が去年も数多く発生しておりまして、確認する

と、下見をしてそれで人がいないからまた入ったり、そういうパターンが

多い。空き家なので中にお金は無く確認した後にそのまま帰るというパ

ターンも多いので、被害者の方も特に取られた物は無いし保険がきくん

だったらそれで直すというので、終わることもある。 

外国人の窃盗団もちょっと増えてきていて、一番は管理者さんがつい

たりして防犯的な対策をとってもらえるといいが、管理者が不在の場合

のアプローチについては、家族に協力をお願いしてやってくしかないの

かなと思います。 

 

消防から、お願いになってしまいますが、資料の一番後ろにある赤い屋

根の空き家も最近ではこの屋根が垂れてきているということで、国道 20

号沿いに建っていると思いますが、大きな地震があると多分倒壊してし

まったときに、国道 20 号が緊急輸送道路になっていて他県からも応援隊

が入る道路になるので、何とかこういう大きな道沿いにある空き家につ

いては、倒壊する前に解体ができないのかなというのがひとつお願いに

なります。 

 

検討課題です。 

 

解体費が高いですよね。 

 

解体自体は、お隣が空いていれば借りてやるとか。あとお隣が空いてい

なくても道路に面していて入口がないというと、ある程度重機が入る範

囲までは手で壊して、それから重機を入れるとかですね、手で壊す部分が

ちょっと余分に手間がかかります。断熱性のことも今回変わったじゃな

いですか。熱効率というかリフォームするときの省エネの関係です。 

 

省エネ法もある程度変わり義務化になりましたが、今まで既存部分の



10 

 

委員 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

会長 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.7 倍して、省エネ性能の確保をしなきゃいけないとなったのですが、増

築する部分だけに変わったので既存部分に対しては関係ないです。 

 

登記をしなさいと法律が変わって、罰則規定ができたので、最近空き家

に関して、もうすぐ壊れそうな建物についても登記してくれという案件

が結構多い。そういう意味ではやはり空き家に対する罰則規定があると

いうのは、空き家を減らすための所有者のモチベーションにもなるよう

な気がします。 

 

全体として何かありましたらどうぞ。 

 

私は、評価をするときに何を考えるかというと今、災害リスクが結構頭

の中にあって、業者さんあたりもその宅建業法の重要事項の説明で、その

説明義務が出てきているので、茅野はいいんですが浸水、洪水の被害の区

域があったり、その説明をしなくてはいけないし、南海トラフの災害リス

クが 70 から 80 に上がったということになってきているので、そう遠く

ないときにそういうことが起こるというような前提で物事を考えなくて

はいけないかなと思っていて。古い空き家の程度はいろいろありますけ

れど見てくと中を調べないとわからないけれども、基礎の部分が腐敗し

ているもの、シロアリだったり、そのあたりのものの価値が、残すべきか

残さないでいいか非常に迷うところで。なので、そういうところはやはり

専門家に見ていただいた中で、空き家対策をしていくと。 

それと委員の方々おっしゃっていたんですが、ＡランクかＢランクか

というところからＣＤランクに落とさないということが一番大事なのか

なと思います。そういう啓蒙活動を行政が中心としていくべきだろうと

思いますので、できたら補助金も増やして動機付けにしてあげたらどう

かなと思いました。 

 

 

はいありがとうございます。 

 

今、補助金の話で昨年度の協議会の中でも、ちょっと安いのではという

お話はいただいたんですけれど、昨年度、空き家補助金制度を創設して解

体事業については、自分の所有のものを壊すということで自分の負担と

いうものを第一に考えないといけないという中で20万という補助額を設

定をさせていただいて、１年半経ったなかで、今まで使っていった人たち

との公平性という中では、しばらく今の形の単価ということで説明させ

ていただきたいなと思っています。 

今年度 500 万円の予算額でやっていますが８月末時点で７割か８割ぐ

らいの申請がある状況がありますので、そういう中では、これから市の予

算編成の時期になりますので、ちょっと枠を増やす検討をしていきたい

なと思っています。 

耐震の関係で今 83 万円ですけど、それは耐震の診断をしていただい

て、基準にいかなくて、取り壊して新しく家を作るという、それが前提に
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なっていますので、壊して土地を売るというのはその対象にならない。今

回の空き家補助金制度とは多少違うというところです。 

 

国や県とすれば、新しく建てなくても、認めている状態です。 

 

その辺は検討していきます。 

 

ありがとうございました。今後の空家対策事業の運営に、皆さんのご意

見を役立てながらやっていければと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

以上で協議事項を終了とさせていただきます。スムーズなご審議ご協

力いただきまして本当にありがとうございました。 

 

８ その他 

次回の協議会の開催について 

 

次回、第２回協議会は、令和８年３月ごろを予定しています。 

空き家何でも相談会ですとか、その他、今日の意見交換の中でまだ思い

つかなかったこと、もしこういったことがあるよとご意見もありました

ら、随時ご意見賜ればと思っておりますのでよろしくお願いします。以上

になります。 

 

令和７年度の第１回茅野市空家等対策協議会を終了いたします。どう

もありがとうございました。 

 

（15 時 00 分終了） 

 


